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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの観察光路を有する顕微鏡のための照明装置であって、照明システムと
、該照明システムから射出される光ビームを観察対象へ向けて偏向するための偏向装置と
を有すると共に、該偏向装置が、前記少なくとも１つの観察光路に関し異なる複数の照明
角度により前記観察対象の照明を許容するよう構成されるものにおいて、
　前記偏向装置（８；４８、４９）は、少なくとも部分的に物理的ビームスプリッタとし
て構成されかつ、唯一の光軸に沿って配された２つの偏向要素（１６、１７）を有するこ
と、
　前記２つの偏向要素（１６、１７）の少なくとも１つは、部分的に完全反射性に構成さ
れること、及び
　前記偏向装置は、一体のプリズムブロック（８）として構成されるか、又は、空間的に
互いに分離する２つのプリズムブロック（４８，４９）から構成されること、
　を特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記偏向装置は、前記唯一の光軸に沿って配された３つの偏向要素（１６、１７、１８
）を有すること
　を特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記観察対象に対する＋２°照明及び－２°照明が同時に実行可能となるよう、２つの
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偏向要素が構成されること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　少なくとも１つの観察光路を有する顕微鏡のための照明装置であって、照明システムと
、該照明システムから射出される光ビームを観察対象へ向けて偏向するための偏向装置と
を有すると共に、該偏向装置が、前記少なくとも１つの観察光路に関し異なる複数の照明
角度により前記観察対象の照明を許容するよう構成されるものにおいて、
　前記偏向装置は、前記観察対象に対する＋２°照明及び－２°照明を同時に実行可能す
ると共に唯一の光軸に沿って配された２つの偏向要素（１７、１８）を有すること、及び
　前記２つの偏向要素（１７、１８）の少なくとも１つは、部分的に完全反射性に構成さ
れること、及び
　前記偏向装置は、一体のプリズムブロック（８）として構成されるか、又は、空間的に
互いに分離する２つのプリズムブロック（４８，４９）から構成されること、
　を特徴とする照明装置。
【請求項５】
　前記偏向装置は、部分反射性の複数の面を有するプリズム複合システムとして構成され
ること
　を特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記偏向装置は、一体のプリズムブロック（８）として構成されること
　を特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記偏向装置は、空間的に互いに分離する２つのプリズムブロック（４８、４９）から
構成されること
　を特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項８】
　主対物レンズ（２）と、該主対物レンズ（２）に後置される拡大システム（９）と、請
求項１～７の何れか一項に記載の照明装置を有する顕微鏡。
【請求項９】
　４つの観察チャンネル（２２ａ、２２ｂ、２３ａ、２３ｂ）を有すること
　を特徴とする請求項８に記載の顕微鏡。
【請求項１０】
　照明ビーム路を選択的にオン・オフ切換するための複数のシャッタ（６、７）を有する
こと
　を特徴とする請求項８又は９に記載の顕微鏡。
【請求項１１】
　前記偏向装置（８；４８、４９）は、主対物レンズ（２）と拡大システム（９）との相
対的な位置関係によって規定される顕微鏡の光軸に関し、横断的に摺動可能に構成される
こと
　を特徴とする請求項８～１０の何れか一項に記載の顕微鏡。
【請求項１２】
　前記４つの観察チャンネル（２２ａ、２２ｂ、２３ａ、２３ｂ）に挿入可能な複数のブ
ロック状ガラス部材を有すること
　を特徴とする請求項９～１１の何れか一項に記載の顕微鏡。
【請求項１３】
　照明システムと、該照明システムから射出される光ビームを観察対象へ向けて偏向する
ための偏向装置とを有すると共に、該偏向装置が、少なくとも１つの観察光路に関し異な
る複数の照明角度により前記観察対象の照明を許容するよう構成された照明装置を有する
、顕微鏡であって、
　前記偏向装置が、少なくとも部分的に物理的ビームスプリッタとして構成されかつ唯一
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の光軸に沿って配された２つの偏向要素（１６、１７）を有すること、及び、
　顕微鏡の複数の観察チャンネル（２２ａ、２２ｂ）に挿入可能であり、該観察チャンネ
ル（２２ａ、２２ｂ）に対し透過性であり、かつ該観察チャンネル（２２ａ、２２ｂ）の
瞳の狭窄を実現可能にする少なくとも１つのブロック状ガラス部材（６０、６１）を有す
ること
　を特徴とする顕微鏡。
【請求項１４】
　前記２つの偏向要素（１６、１７）の少なくとも１つは、部分的に完全反射性に構成さ
れること
　を特徴とする請求項１３に記載の顕微鏡。
【請求項１５】
　前記ブロック状ガラス部材（６０、６１）の少なくとも１つは、前記偏向装置と接合さ
れていること
　を特徴とする請求項１３又は１４に記載の顕微鏡。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、とりわけ手術顕微鏡等の顕微鏡の照明装置に関する。本発明は、特に、照明
システムと、該照明システムから射出される光ビームをとりわけ被手術眼等の観察対象へ
向けて偏向するための偏向装置とを有すると共に、該偏向装置が、少なくとも１つの観察
光路に関し異なる複数の照明角度により前記観察対象の照明を許容する形式の、少なくと
も１つの観察光路を有するとりわけ手術顕微鏡等の顕微鏡のための照明装置に関する。
　更に、本発明は、上記照明装置を有するとりわけステレオ顕微鏡等の顕微鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手術顕微鏡用の照明装置は、通常、観察光路（その光軸）に関し凡そ６°の範囲のある
所定の角度をなす１つの照明光路（所謂６°照明）を使用する。このため、観察光路と照
明光路との間の角度をより大きくした場合に生じ得る望ましくない影が生じることは回避
されてはいる。
【０００３】
　眼科手術の場合には、顕微鏡の照明に関し更に特別な要求が幾つかある。まず、この場
合も凡そ６°の照明角度で画像の十分なフレキシビリティないし可塑性（柔軟性、適応性
、再現性：Plastizitaet）を維持することである。しかしながら、所定の眼科外科処置上
の観察又は手術には、所謂赤色反射を生成することが不可避である。この赤色反射ため、
被手術眼の瞳は、網膜によって反射・散乱された戻り光によって赤く光る。このような照
明の性質は、例えば白内障手術の場合には極めて重要である。というのは、手術の際に、
組織の残留物は、赤色反射の戻り光中においてとりわけ良好に認識（検出）可能であるべ
きだからである。赤色反射を生成するには、観察光路（その光軸に関し）と照明光路との
間の角度をより小さくする必要があり、その角度は、０°～２°の範囲にあることが好ま
しい（所謂２°照明）。
【０００４】
　手術者（主観察者）と助手（副観察者）のための２対のステレオ観察光路を有する手術
顕微鏡では、主観察者は赤色反射を非常に良好に観察することができるが、副観察者は赤
色反射を不十分にしか観察することができないという欠点が生じることがしばしばある。
副観察者は、その位置に応じ、主観察者の右側又は左側で、自分の２つの観察チャンネル
の内の一方のみにおいて良好な赤色反射を観察する。このため、立体的な観察は阻害され
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】ＤＥ ０４０ ２８ ６０５
【特許文献２】ＤＥ １９６ ５０ ７７３ Ａ１
【特許文献３】ＥＰ １ １０９ ０４６ Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　顕微鏡対物レンズの主光軸の外部に（から外れて）配置され、かつ顕微鏡対物レンズを
介して対物レンズ主光軸に対し平行に手術領域を照明する照明システムと、顕微鏡対物レ
ンズの観察対象を指向する面と反対側の面側に配され、かつ照明光の一部を対物レンズ主
光軸に沿って手術領域へと向かわせる１つの偏向要素とを有する形式の手術顕微鏡用の照
明装置について記載している文献がある（特許文献１参照）。この照明装置では、照明シ
ステムは、照明光を対物レンズ主光軸に対し平行に顕微鏡対物レンズに向かって反射する
反射要素を対物レンズ側に有し、及び偏向要素は、顕微鏡主光軸に対しある所定の傾斜角
度（その大きさは、反射要素が手術領域を照明する際の傾斜角度の大きさより小さい）で
手術領域を照明する。この照明装置では、（反射要素による）より大きい方の傾斜角度は
６°が好ましいとされ、（偏向要素による）より小さいほうの傾斜角度は０°～６°の間
で調節可能とされている。しかしながら、この照明装置には以下のような欠点がある：偏
向要素によって反射される光ビームは、照明システムの照明瞳の周辺光線であるため、例
えば観察光路に対し２°の角度で照明を行う近軸照明の場合、観察領域の照明は比較的不
均一でけられも生じ得る。
【０００７】
　他にも、手術顕微鏡用の照明装置について記載している文献は幾つかある（特許文献２
及び３参照）。これらの照明装置も、同様に、近軸照明のために、照明装置の照明瞳の周
辺光線を使用するため、上述の欠点も同様に生じてしまう。
【０００８】
　上記各特許文献に記載された照明装置には、それらが適用される手術顕微鏡は、高さ方
向に互いに離隔した（ずらされた）位置から（ないし当該位置に配された要素を介して）
２°照明及び６°照明が行われるため、その構造高さが比較的大きくなってしまうという
更なる欠点もある。
【０００９】
　それゆえ、本発明の課題は、従来の同様の装置と比べて、照明領域をより一様にかつよ
りけられが少なく隈なく（完全に）照明することが可能な顕微鏡用の照明装置を提供する
ことである。これと同時に、照明装置をできるだけコンパクトに構成して、顕微鏡の構造
高さを望ましくない態様で大きくしてしまわないことも本発明の一つの課題をなす。更に
、上記の照明装置を有する顕微鏡を提供することも本発明の一つ課題をなす。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の視点により、少なくとも１つの観察光路を有するとりわけ手術顕微鏡等
の顕微鏡のための照明装置であって、照明システムと、該照明システムから射出される光
ビームをとりわけ被手術眼等の観察対象へ向けて偏向するための偏向装置とを有すると共
に、該偏向装置が、前記少なくとも１つの観察光路に関し異なる（複数の）照明角度によ
り前記観察対象の照明を許容するよう構成された照明装置が提供される。この照明装置に
おいて、前記偏向装置は、少なくとも部分的（局所的）に物理的ビームスプリッタとして
構成されかつ唯一の光軸に沿って配された２つの偏向要素を有することを特徴とする（形
態１・基本構成１）。ここに、前記２つの偏向要素の少なくとも１つは、部分的に完全反
射性に構成され、前記偏向装置は、一体のプリズムブロックとして構成されるか、又は、
空間的に互いに分離する２つのプリズムブロックから構成される。
　更に、本発明の第２の視点により、少なくとも１つの観察光路を有する顕微鏡のための
照明装置であって、照明システムと、該照明システムから射出される光ビームを観察対象
へ向けて偏向するための偏向装置とを有すると共に、該偏向装置が、前記少なくとも１つ
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の観察光路に関し異なる複数の照明角度により前記観察対象の照明を許容するよう構成さ
れた照明装置が提供される。この照明装置において、前記偏向装置は、前記観察対象に対
する＋２°照明及び－２°照明を同時に実行可能にすると共に唯一の光軸に沿って配され
た２つの偏向要素を有することを特徴とする（形態４・基本構成２）。ここに、前記２つ
の偏向要素の少なくとも１つは、部分的に完全反射性に構成され、前記偏向装置は、一体
のプリズムブロックとして構成されるか、又は、空間的に互いに分離する２つのプリズム
ブロックから構成される。
　更に、本発明の第３の視点により、主対物レンズと、該主対物レンズに後置される拡大
システム（変倍系）と、形態１～形態８の何れか１つの照明装置とを有する、とりわけス
テレオ顕微鏡等の顕微鏡が提供される（形態９・基本構成３）。
　更に、本発明の第４の視点により、照明システムと、該照明システムから射出される光
ビームをとりわけ被手術眼等の観察対象へ向けて偏向するための偏向装置とを有すると共
に、該偏向装置が、少なくとも１つの観察光路に関し異なる複数の照明角度により前記観
察対象の照明を許容するよう構成された照明装置を有し、前記偏向装置が、少なくとも部
分的に物理的ビームスプリッタとして構成されかつ唯一の光軸に沿って配された２つの偏
向要素と、を有する形式の、とりわけステレオ顕微鏡等の顕微鏡が提供される。この顕微
鏡は、顕微鏡の複数の観察チャンネルに挿入可能な少なくとも１つのブロック状ガラス部
材を有することを特徴とする（形態１４・基本構成４）。ここに、ブロック状ガラス部材
は、観察チャネルに対し透過性であり、かつ観察チャネルの瞳の狭窄を実現可能にする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の各独立請求項により、所定の課題として掲げた効果が、上述の通りそれぞれ達
成される。即ち、本発明の照明装置は、従来の同様の装置と比べて、照明領域をより一様
にかつよりけられが少なく隈なく（完全に）照明することが可能であると同時に、適用さ
れる顕微鏡の構造高さを望ましくない態様で大きくしてしまわないように可及的にコンパ
クトに構成されうる（基本構成１及び２）。このような顕微鏡の照明領域の一様かつけら
れのない隈なき（完全な）照明は、（照明光を照明システムから観察対象へ向けて偏向す
る）物理的ビームスプリッタとして構成される複数の偏向要素を使用することにより、照
明瞳のほぼ完全な横断面が、複数の偏向要素ないし複数のミラー要素の有効面積の全体に
亘って（併せて）貫通ないし反射して有効利用することによって保証される。これに対し
、従来の照明装置では、偏向要素（の面の内）の完全反射性の小部分のみを使用して、照
明瞳の周辺領域を偏向して利用していたにすぎないのである。即ち、従来技術のビームス
プリッタは、（複数の異なった角度での傾斜照明を形成するために、照明光線束を幾何学
的ないし空間的に分割する）幾何学的ないし空間的ビームスプリッタであるということが
できる（従って、複数の偏向要素を高さ方向にずらして配さざるを得ない）。これに対し
、本発明の偏向装置では、複数の偏向要素がすべてただ１つの光軸に配されるため、照明
装置の、延いては顕微鏡の構造高さを有利に小さくすることができる。
　また、本発明の顕微鏡は、従来の同様の顕微鏡と比べて、その照明領域がより一様にか
つよりけられが少なく隈なく照明することが可能であると同時に、その構造高さもより小
さく構成することが可能である（基本構成３及び４）。
　更に、各従属請求項により、付加的な効果が後述の通りそれぞれ達成される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の照明装置の一例を有する本発明の顕微鏡の一実施例の単純化した模式的
側面図。
【図２】図１の矢印Ｐが指す方向へ向かって見た場合の本発明の照明装置の一実施例の模
式図。
【図３】図１の矢印Ｐが指す方向へ向かって見た場合の本発明の照明装置の更なる一実施
例の模式図。
【図４】本発明の照明装置の他の一例を有する本発明の顕微鏡の他の一実施例の単純化し
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た模式的側面図。
【図５】図４の矢印Ｐが指す方向へ向かって見た場合の図４の照明装置の模式図。
【図６】図１及び図４の矢印Ｐが指す方向へ向かって見た場合の本発明の照明装置の更な
る他の一実施例の模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を示すが、これらは従属請求項の対象でもある。
（なお、形態１、４、９、１４は既述のとおり）
　（２）　上記形態１の照明装置において、前記偏向装置は、唯一の光軸に沿って配され
た３つの偏向要素を有することが好ましい（形態２）。
　（３）　上記形態１又は２の照明装置において、前記観察対象に対し＋２°照明及び－
２°照明を同時に実行可能なように、２つの偏向要素が構成されることが好ましい（形態
３）。
　（５）　上記形態１～４の何れか１つの照明装置において、前記偏向要素の少なくとも
１つは、少なくとも部分的（局所的）に完全反射性に（完全鍍銀化（完全ミラー化）され
るよう）構成されることが好ましい（形態５）。
　（６）　上記形態１～５の何れか１つの照明装置において、前記偏向装置は、部分反射
性の複数の面を有するプリズム複合システム（複数のプリズムの組合せ）として構成され
ることが好ましい（形態６）。
　（７）　上記形態１～６の何れか１つの照明装置において、前記偏向装置は、一体のプ
リズムブロックとして構成されることが好ましい（形態７）。
　（８）　上記形態１～６の何れか１つの照明装置において、前記偏向装置は、空間的に
互いに分離する２つのプリズムブロックから構成されることが好ましい（形態８）。
　（１０）　上記形態９の顕微鏡は、４つの観察チャンネルを有することが好ましい（形
態１０）。
　（１１）　上記形態９又は１０の顕微鏡は、照明ビーム路を選択的にオン・オフ（遮断
・導通）切換するための複数のシャッタを有することが好ましい（形態１１）。
　（１２）　上記形態９～１１の何れか１つの顕微鏡において、前記偏向装置は、主対物
レンズと拡大システムとの相対的な位置関係によって規定される顕微鏡の光軸に関し、横
断的に摺動可能に構成されることが好ましい（形態１２）。
　（１３）　上記形態１０～１２の何れか１つの顕微鏡は、前記４つの観察チャンネルに
挿入可能な複数のブロック状ガラス部材を有することが好ましい（形態１３）。
　（１５）　上記形態１４の顕微鏡において、前記少なくとも１つのブロック状ガラス部
材は、前記偏向装置と接合されていることが好ましい（形態１５）。
【００１４】
　本発明の照明装置の好ましい一実施形態によれば、偏向装置は、少なくとも３つの偏向
要素を有する。３つの偏向要素を有するよう構成されるこの実施形態では、例えば手術顕
微鏡において、６°照明、＋２°照明及び－２°照明を行うことができる。
【００１５】
　本発明のとりわけ好ましい一実施形態では、２つの偏向要素が、少なくとも部分的（局
所的）に物理的ビームスプリッタとして構成されるか否かにかかわらず、＋２°照明及び
－２°照明を同時に行うことができるよう構成される。この照明態様は、とりわけ眼球の
回転（Verrollung）が生じ得る場合の赤色反射を利用する手術技術に対し有利であること
が分かる。そのような手術技術の例として、水晶体超音波吸引術が考えられる。＋２°及
び－２°の同時照明により、手術者がその作業中に顕微鏡の調節状態を変化する必要がな
くなることが保証される。＋２°、－２°及び６°の同時照明も実行可能であり、更には
、これらの角度のその他の任意の組合せ（これは、例えば相応の配置を取りうる複数の絞
りを使用することにより実現可能である）による（同時）照明も実行可能である。
【００１６】
　複数の偏向要素のうちの少なくとも１つが、少なくとも部分的（局所的）に完全反射性
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に構成される（完全鍍銀化（完全ミラー化）される）と好都合である。この形態によって
、完全反射性領域に入射した光は、完全に、観察対象に向かって偏向されるため、照明強
度（明るさ）に関し有利に影響しうる。更に、この形態により、顕微鏡の観察光路と完全
反射性領域との間の重なり（重ね合わせ）を簡単な態様で形成することができる。このよ
うな重なりは、眼科外科の分野における所定の措置に対して、例えば赤色反射の生成ない
し調節のために必要である。
【００１７】
　本発明の照明装置のとりわけ好ましい一実施形態では、偏向装置が、部分反射性の複数
の面を有するプリズム複合システム（複数のプリズムの組合せ）として構成される。プリ
ズムシステムは、実用上、比較的少ない労力で調節できるため有利である。尤も、偏向装
置を相応に位置調節可能な複数の部分反射性ミラーによって構成することも可能である。
【００１８】
　本発明のとりわけ好ましい一実施形態では、偏向装置は、一体ないし一部材（ワンピー
ス）のプリズムブロックとして構成される。このような一体のプリズムブロックでは、顕
微鏡の組み立て（製造）の際に必要な調節作業は、最少に留めることができる。更に、こ
のようなプリズムブロックは、顕微鏡の作動時には、極めて頑強である（例えば、作動時
の振動等により作用面間の相対的位置関係がずれない）ため有利である。
【００１９】
　また、偏向装置は、空間的に互いに分離した２つのプリズムブロックを有することも可
能である。この形態では、例えば、観察光路を阻害するような偏向装置の個々のプリズム
間の接合部（これによって像が二重になったり反射が生じたりしうる）を実質的に回避す
ることができる。ここで、偏向要素（複数）は、プリズムブロック（複数）から独立して
位置決めされる相応の反射性及び／又は透過性ミラーとして構成することも可能であるこ
とに注意すべきである。
【００２０】
　本発明の顕微鏡の好ましい一実施形態では、顕微鏡は、ステレオ（立体）顕微鏡として
構成される。この形態では、ステレオ顕微鏡は、主観察者のための２つの観察光路（観察
チャンネル）と、副観察者のための更なる２つの観察光路（観察チャンネル）を有すると
とりわけ好ましい。とりわけこのような主観察者及び副観察者のための複数の観察光路を
有するステレオ顕微鏡では、この種の従来の顕微鏡とは異なり、主観察者にも、副観察者
にも、赤色反射の特性を所望の態様で調節することができる。照明瞳のほぼ全域を使用で
きるため、けられ（口径食）を大幅に阻止することができ、主観察者に対しても、副観察
者に対しても、一様（均一）な照明領域を供給することができる。
【００２１】
　本発明の顕微鏡は、照明光路を選択的にオン・オフ（遮断・導通）切換することができ
るように構成される複数のシャッタを有すると好都合である。この形態によって、例えば
、０°照明を実質的に遮断し（オフとし）、赤色反射の生成を必要に応じて阻止すること
も可能となる。
【００２２】
　更に、本発明の顕微鏡のとりわけ好ましい一実施形態では、偏向装置が、顕微鏡主対物
レンズの光軸に関し、横断的に摺動可能に構成される。この場合、横断的摺動は、とりわ
け、主対物レンズの光軸に対し直交方向に行われるよう構成される。このため、照明角度
の調節及び／又は偏向要素（複数）の完全反射性領域（複数）と観察光路（複数）との間
の重なりの形成（重ね合わせ）の（調節の）ための手段の更なるバリエーションが得られ
、以って赤色反射の形成にも影響を与えることができる。
【００２３】
　本発明の顕微鏡の更に好ましい一実施形態では、これは独立請求項の対象となり得るも
のであるが、顕微鏡は、物理的なビームスプリッタとして構成される（１つの）偏向要素
と、反射性（とりわけ完全反射性）に構成される（１つの）更なる偏向要素とを有する偏
向装置を有すると共に、更に、顕微鏡の観察光路（複数）によって通過されるよう位置決
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めされるブロック状ガラス部材を有する。この形態により、観察光路の瞳を有効な態様で
制限（狭窄）することが可能となり、以って顕微鏡の構造高さを全体として縮小すること
が可能となる。更に、偏向装置を相応に構成することにより、偏向装置を（照明）光軸（
偏向装置軸）の方向（ないし構造長さ）に関してより短く構成することが可能となる。
【００２４】
　以下に、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の実施例は、発
明の理解の容易化のためのものであって、本発明の技術的思想の範囲を逸脱しない範囲に
おいて当業者により実施可能な付加・置換等を排除することは意図しない。また、特許請
求の範囲に付した図面参照符号も発明の理解の容易化のためのものであり、本発明を図示
の態様に限定することは意図しない。なお、これらの点に関しては補正・訂正後において
も同様に妥当する。
【実施例】
【００２５】
　図１に、本発明の顕微鏡の一実施例を示した。この顕微鏡は、全体として、図面参照符
号「１００」で示す。
【００２６】
　顕微鏡１００は、主対物レンズ２と、とりわけズームシステムとして構成される拡大シ
ステム９とを有する。主対物レンズ２及び拡大システム９から構成される光学システムの
光軸は、図面参照符号「１１」を付して示した。顕微鏡１００の観察チャンネル（複数）
は、この光軸１１に対し平行に延在する。図１に示した通り、この光軸１１は、主対物レ
ンズ２（の主光軸）に関する拡大システム９の非対称的な配置によって引き起こされる折
れ曲がり（屈折）を主対物レンズ２内に有する。主対物レンズ２と拡大システム９との間
のこの非対称的位置関係は、ある種の使用態様に対しては有利であることがわかる。例え
ば、後述の６°照明（部分光線束１３）の照明瞳が十分に大きい場合に、拡大システム９
に対し主対物レンズ２が中心的ないし対称的位置に配されているとすれば、周辺光線は遮
断されてしまうであろう。というのは、この場合、主対物レンズ２の図１の紙面に向かっ
て右端が、部分光線束１３の照明瞳の中に入ってしまうからである。
【００２７】
　観察対象１を照明するための光は、光源３から射出されプリズムブロック８として構成
された偏向装置を介して観察対象１へ入射する。光源３と偏向装置８との間には、例えば
、２つのレンズ４、５及び２つのシャッタ２９、２８が配される。光源３としては、顕微
鏡で一般的に使用されるあらゆる光源、例えば白熱電球、光ファイバ照明装置、放電管ラ
ンプ、レーザ等のコヒーレント及び／又はインコヒーレント光源をとりわけ使用すること
ができる。
【００２８】
　プリズムブロック８は、（完全及び／又は部分）反射性の面（完全及び／又は部分ミラ
ー面）として構成される全部で３つの偏向要素１６、１７、１８を有する。
【００２９】
　偏向要素１６は、完全に（全面が）物理的ビームスプリッタとして構成され、偏向要素
１７は、少なくとも部分的（局所的）に（少なくとも面の一部が）物理的ビームスプリッ
タとして構成される。即ち、図１に示した構造ないし位置関係では、光源３から射出され
紙面に向かって右側から偏向要素１６、１７に入射する光線束（模式的に１つの直線とし
て図示した）１２ａの横断面は不変のまま維持される。光線束１２ａの分配は、偏向要素
１６、１７の横断面全体に亘って一様に行われる。図から明らかな通り、偏向装置８の照
明軸１２に沿って進行（伝播）する光線束１２ａは、偏向要素１６において、反射により
生成する第１の部分光線束１３と、透過により生成する第２の部分光線束１２ｂとに分割
（分配）される。部分光線束１３は、主対物レンズ２を通過した後、観察対象１のための
６°照明として利用することが可能となる。
【００３０】
　偏向要素１６の透過により生成した部分光線束１２ｂは、第２の偏向要素１７において
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、同様にまた部分的に反射・透過する。反射により生成する部分光線束は図面参照符号「
１４」、透過により生成する部分光線束は図面参照符号「１２ｃ」で示した。反射により
生成した部分光線束１４は、まず、部分光線束１３とほぼ平行に進行する。そして、主対
物レンズ２を通過した後、観察対象１のための＋２°照明として利用することが可能とな
る。
【００３１】
　偏向要素１７の透過により生成した部分光線束１２ｃは、次いで、第３の偏向要素１８
に入射する（偏向要素１８は完全反射性に構成すると好都合である）。偏向要素１８にお
いて反射され、反射後のものとして図面参照符号「１５」で示した部分光線束は、主対物
レンズ２を通過した後、同様に、観察対象１を照射する。部分光線束１５は、観察対象１
のための－２°照明を構成する。更に配設されたシャッタ６、７によって、部分光線束１
３、１４、１５の完全な遮断（オフ切換）又は部分的な遮断（絞り）を実行することがで
きる。このため、例えば眼を観察する場合、場合によっては妨害的に作用する角膜反射を
阻止したり、或いは赤色反射のコントラストを改善したりすることが可能となる。
【００３２】
　偏向要素ないし反射面１６、１７、１８に対する顕微鏡の上述の観察ビーム路（図１）
の位置関係は、図２から明確に見出すことができる。図２には、偏向装置８の下面８ａ上
に各偏向要素を投影したものを示した。偏向要素１６、１７、１８の各下端１６ａ、１７
ａ、１８ａは、これらは実際に下面８ａ内で延在しており、実線で図示した。偏向要素１
６、１７、１８の上端１６ｂ、１７ｂ、１８ｂは、これらは上面８ａ内で延在しており、
それぞれ破線で図示した。
【００３３】
　図２から分かる通り、顕微鏡の観察光路は、主観察者ないし執刀医のための２つの観察
光路（観察チャンネル）２２ａ、２２ｂと、副観察者ないし助手のための２つの観察光路
（観察チャンネル）２３ａ、２３ｂとから構成される。
【００３４】
　更に、副観察者用光路２３ａ、２３ｂは、偏向要素ないし反射性面（ミラー性面）１６
、１７、１８の投影面内には完全に含まれているのに対し、主観察者用光路２２ａ、２２
ｂは、偏向要素ないし反射性面１６、１７、１８（特に１７）の投影面内には部分的にし
か含まれていない（即ち、大部分は、反射性面の投影面外にある）ことも、図２から見出
すことができる。偏向要素１６、１７、１８の完全又は部分反射性領域は、図２では、中
括弧でくくり、それぞれ図面参照符号「２４」、「１９」、「２０」で示した。ここで再
度注意すべきことは、図２に示した実施例では、反射性の領域は、偏向要素１６、１７、
１８のほぼ全面に亘って形成されていることである。そのため、例えば、偏向要素１７、
１８を完全反射性に構成すると、観察光路２３ａ、２３ｂは阻止（遮断）されるため、そ
のように構成された顕微鏡は、観察光路２２ａ、２２ｂを使用する主観察者による立体的
観察に対してのみ適することとなる。
【００３５】
　これに対し、偏向要素１７、１８を部分反射性に構成すると、（副観察者用）観察光路
２３ａ、２３ｂを介した観察対象１の観察も可能となる。
【００３６】
　図示の観察光路における光の利用を好適化するために、好ましくは、偏向要素１７、１
８を部分的（局所的）に完全反射性に構成する。即ち、偏向要素１７、１８の領域ないし
面をすべて（全面を）完全反射性とするのではなく、部分的（局所的）に半透過性ないし
部分反射性に構成したり、或いは部分的（局所的）に完全透過性に構成したりする。この
態様については、図３を用いて詳細に説明する。
【００３７】
　図３に示したように、偏向要素１７、１８は、部分的（局所的）にのみ完全反射性に構
成される。偏向要素１７、１８の下端及び上端を、図２の場合と同様に、１７ａ、１７ｂ
及び１８ａ、１８ｂでそれぞれ示した。偏向要素１７の端部１７ａと１７ｂとの間には、



(10) JP 4838331 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

上端１９ａ及び下端１９ｂを有し、図示の投影面において矢尻状をなす領域１９が形成さ
れる。この領域１９は、偏向要素１７の完全反射性領域を構成する。上端１９ｂの図３の
紙面に向かって右側の領域（図面参照符号「１７ｃ」を付した）、及び下端１９ａの図３
の紙面に向かって左側の領域（図面参照符号「１７ｄ」を付した）は、何れも透過性（特
に完全透過性）に構成されるため、観察チャンネル（観察光路）２３ｂないし２２ａ、２
２ｂと完全反射性領域１９との間の相応の重畳（重なり）領域は、何れも小さくすること
ができる。そのため、観察チャンネル２２ａ、２２ｂ及び２３ｂを介した実質的に阻害を
受けない観察が保証される。
【００３８】
　偏向要素１８も同様に構成され、図３では、完全反射性の領域を図面参照符号２０で示
した。図２に示した実施例と比べると、完全反射性領域２０と観察チャンネル２３ａとの
間の重畳（重なり）著しく減少されているため、副観察者は、観察光路（観察チャンネル
）２３ａ、２３ｂを利用したステレオスコピックな観察を全体的に（ほぼ完全に）行うこ
とができる。完全反射性領域１９と観察光路２２ａ、２２ｂとの間の重畳（重なり）も、
図２に示した実施例のものと比べると大きく減少されている。
【００３９】
　図３の完全反射性領域１９、２０は、図１において、偏向要素１７、１８上に太い実線
によって模式的に示した。
【００４０】
　なお、完全反射性領域１９、２０と観察光路２２ａ、２２ｂ、２３ａ、２３ｂとの間の
重なり（重畳）は、ある種の適用例においては望まれる赤色反射を生成するためにある程
度必要とされることに注意すべきである。
【００４１】
　偏向要素１７、１８において完全反射性領域１９、２０の寸法ないし形状を相応に構成
することよって、この赤色反射は、例えば強度（明るさ）及びコントラストに関して、適
正化することができる。
【００４２】
　本発明の照明装置の更なる一実施例を、図４及び図５を用いて説明する。
【００４３】
　図４から見出すことができる通り、図４に示した顕微鏡は、図１に示した顕微鏡とほぼ
同様に構成されているため、同じ構造要素ないし部材には、同じ図面参照符号を付した。
図４の顕微鏡は、図１の顕微鏡とは以下の点で異なる。即ち、偏向装置は、単一（一体）
のプリズムブロックとして構成されるのではなく、機械的ないし空間的に互いに分離した
２つのプリズムブロック４８、４９の組合せとして構成される。
【００４４】
　図５から明確に見出すことができる通り、例えば図３に示したような一体ないしワンピ
ースのプリズムブロックから、２つの楔状断片部分３０ａ、３０ｂを除去することにより
、２つのプリズムブロックを有する図４及び図５に示した実施例の偏向装置を構成するこ
とができる。このような断片部分の除去は、複数のプリズムブロックの個々のプリズム要
素間の偏向要素を構成する境界面に典型的に現れるような接合面が生じるのを効果的に回
避できるという利点がある。このような構造は、２つのプリズムの接合面同士は、実際上
理想的には平行平面ないし面一に構成することができず、更に、使用される接合剤は、互
いに接合されるべきプリズムとは多少異なる屈折率（光学特性）を有するので、好都合で
ある。接合を行う場合は、全体として、通常の如く、境界面において反射作用ないし屈折
作用が生じるため、二重像が生じ得る。このような二重像の生成は、図４及び図５に示し
たような本発明の顕微鏡の実施例の構造では、主観察者に対しても副観察者に対しても大
幅に回避することが可能となる。なお、２つのプリズムブロックを有するプリズム複合（
組合せ）システムは、上述のような方法で単一ないしワンピースのプリズムブロックを加
工ないし切断処理することにより製造しなければならないというわけでは必ずしもないと
いうことに注意すべきである。１つのプリズムを切断加工するのではなく、初めから２つ
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のプリズムブロックを各別に製造することも同様に可能である。
【００４５】
　断片部分３０ａ、３０ｂを除去した部位に、ブロック状ガラス部材を挿入することも可
能であり、そのため、主観察者も副観察者も同じ観察条件で観察することを保証すること
が可能となる。また、主観察者ないし副観察者の観察光路間に場合によって生じる合焦作
用の相違を補償するために、そのようなブロック状ガラス部材を完全に取り除き、付加的
に光学的な結像作用を有するレンズを副観察者又は主観察者の観察光路に設けることも同
様に可能である。
【００４６】
　上述の通り、＋／－２°照明は、赤色反射を適切に観察するために利用される。＋２°
照明から－２°照明への照明の切換は、患者の眼球が例えば水晶体超音波吸引術を受けて
いる際に、手術者から離れる方向に回転する場合に、赤色反射を改善するためにとりわけ
利用されるべきである。従来の顕微鏡では、回転調節つまみを操作して＋／－２°ミラー
を動的に相応の位置ないし状態に合せなければならなかった。これに対し、本発明では、
＋２°／－２°の同時照明を簡単な態様で実現することができるため、手術者は、本来の
手術作業に対する集中力を減殺するようなその種の煩わしい作業をする必要がなくなる。
【００４７】
　偏向要素の完全反射性領域と観察光路（チャンネル）との重なり（重畳）を簡単な態様
で変化させることができるため、主観察者に対しても副観察者に対してもそれぞれ２つの
観察チャンネルへ適正な赤色反射を生成する（差込入射する）ことが可能となる。＋２°
照明は、通常、患者の眼球が中心に合せられている場合の赤色反射の観察に利用され、－
２°照明は、とりわけ、患者の眼球が中心からずれている場合に有利に利用することがで
きる。
【００４８】
　本発明の照明装置は、実際の使用に際しても取り扱いが極めて容易である。ただ１つの
プリズムブロック又は２つのプリズムブロックへ複数の偏向要素を組み込むことにより、
偏向要素１６、１７、１８間の間隔を適正化するための調節作業は、完全にないし大幅に
回避することができる。図１及び図４に示した実施例では、双方向矢印２５、５８、５９
で示されるような方向に、プリズムブロック８ないし２つのプリズムブロック４８、４９
を軸１２に沿ってそれぞれ摺動することができる。
【００４９】
　更に、偏向要素１６、１７、１８を部分的（局所的）に黒色（geschwaerzt）となるよ
う構成することも可能である。この態様により、不所望の反射（光）を効果的に抑制する
ことができる。また、例えば偏向装置８ないし４８、４９の下面のきわに及び、特に図４
の実施例では、内面（２つのプリズムの各対向面）上に吸収性要素、とりわけ金属薄板等
の（吸収性及び／又は反射性）プレートを配し、これによって同様に、反射の繰り返しに
よる不所望の反射（光）、例えば偏向要素１６、１７、１８からの入射光の主対物レンズ
２における不所望の散乱光が接眼レンズ系に入射すること等、を阻止することも可能であ
る。そのようなプレートは、図１では、図面参照符号「１７ｅ」を付して模式的に示した
。なお、プレート１７ｅは、図１では、偏向要素８の下面から下方に短くかつ光軸１１の
主対物レンズ２の上側の部分に対し平行に延在しているが、不所望の反射・散乱光の生成
態様により、主対物レンズ２の上面付近までの任意の長さに延長したり、光軸１１の上記
部分に対し所定の角度をなすよう屈曲したりすることも可能であり、また目的に応じ種々
の位置・寸法・形状を有するよう構成することも可能である。また、図４では、例えば光
トラップ又は光学フィルタとして、例えば黒色（非選択的ないし完全吸収性）又は選択的
吸収性に構成されるこの種の吸収性の表面被覆要素を図面参照符号「１７ｆ」を付して一
点鎖線で示した。
【００５０】
　表面の黒色化（黒色物質施与）によって、とりわけ内部反射を阻止することも可能とな
る。例えば金属薄板１７ｅ又は表面被覆要素１７ｆ等の付加要素によって主対物レンズに
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おける不所望の反射を阻止することができる。
【００５１】
　図１のプリズムブロックは、とりわけ、回転すると互いに対し回転対称をなすほぼ同一
の２つのプリズムブロックを使用して製造することができるため、回転対称的にずらされ
て配される２つのプリズム間において、１つの平行四辺形状ブロック部分（区画）を使用
することが可能となる。
【００５２】
　なお、上述の顕微鏡の各実施例では、観察チャンネルは、観察軸１１に対し実質的に対
称的に形成されることに注意すべきである。更に、この観察軸は、主対物レンズ２の中心
軸ないし主光軸に必ずしも対応するわけではないことにも注意すべきである。
【００５３】
　図６に、本発明の偏向装置の更に他の一実施例を、図１又は図４の矢印Ｐが指す方向に
対応する方向に向かって眺めた様子を示した。図６に示した、プリズムブロックとして構
成される偏向装置は、２つの偏向要素１６、１７を有するが、偏向要素１６は、物理的ビ
ームスプリッタとして、偏向要素１７は、ほぼ完全反射性に構成される。図１～図５に示
したものに対応する、偏向要素１６、１７の下端１６ａ、１７ａが図示されている。対応
する上端については図示を省略した。可読性の観点から明示していないが、各偏向要素な
いし偏向面１６、１７は、紙面に向かって斜め右方に延在していることに注意すべきであ
る。偏向要素１６は、本発明の照明装置の上述の各実施例のものと同様に６°照明を生成
するために利用され、偏向要素１７は、＋２°照明を生成するために利用される。図６で
は、偏向要素１７の左隣にステレオ顕微鏡の観察光路２２ａ、２２ｂが形成される。この
実施例では、観察光路２２ａ、２２ｂに、観察光路（を通過する光）に対し透過性のブロ
ック状ガラス部材６０、６１が配される。このようなブロック状ガラス部材を挿入するこ
とによって、観察光路の瞳の狭窄（制限）が実現可能となるため、照明装置ないし顕微鏡
の構造高さを全体として減少することが可能となる。更に、このような偏向装置は、図示
の軸１２の方向に関し従来の偏向装置よりも長さを短くすることができる。というのは、
とりわけ適性かつけられのない観察を実現するために、偏向装置の２つ観察光路２２ａ、
２２ｂを指向する部分は、該観察光路２２ａ、２２ｂに向かって徐々に幅が狭くなるよう
構成される（テーパー化される）からである。ブロック状ガラス部材は、プリズムブロッ
クとして構成される偏向装置と接合するのが好ましい。尤も、ブロック状ガラス部材は、
偏向装置とは接合せず分離しておき、必要が生じた場合にのみ作動ないし目的位置に挿入
して使用することも可能である。
【００５４】
　なお、図６では光源は図示を省略していることに注意すべきである。更に、光源と偏向
装置との間に配されるべき光学システムに関しては、図面参照符号４を付したレンズを１
つだけ代表として示したことにも注意すべきである。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　　　　　　　　　　観察対象
　２　　　　　　　　　　　主対物レンズ
　３　　　　　　　　　　　光源
　４、５　　　　　　　　　レンズ
　６、７　　　　　　　　　シャッタ
　８　　　　　　　　　　　偏向装置（プリズムブロック）
　８ａ　　　　　　　　　　偏向装置の下面
　８ｂ　　　　　　　　　　偏向装置の上面
　９　　　　　　　　　　　拡大システム
　１１　　　　　　　　　　光軸
　１２　　　　　　　　　　偏向装置の軸
　１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　部分光線束
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　１４、１５、１６　　　　部分光線束
　１６、１７、１８　　　　偏向要素
　１６ａ、１７ａ、１８ａ　偏向要素の下端（下縁）
　１６ｂ、１７ｂ、１８ｂ　偏向要素の上端（上縁）
　１７ｅ　　　　　　　　　金属薄板等のプレート
　１７ｆ　　　　　　　　　表面被覆（遮蔽）部材
　１９、２０　　　　　　　偏向要素１７、１８の反射性領域
　２２ａ、２２ｂ　　　　　主観察者の観察光路
　２３ａ、２３ｂ　　　　　副観察者の観察光路
　２４　　　　　　　　　　偏向要素１６の反射性領域
　２５　　　　　　　　　　双方向矢印
　２８、２９　　　　　　　シャッタ
　３０ａ、３０ｂ　　　　　楔状ブロック部材
　４８、４９　　　　　　　偏向装置（プリズムブロック）
　５８、５９　　　　　　　双方向矢印
　６０、６１　　　　　　　ブロック状ガラス部材
　１００　　　　　　　　　顕微鏡

【図１】 【図２】
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